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投
票
場
所（
５
か
所
）

代

理

投

票

　

体
が
不
自
由
な
方
や
、
字
が
読
め

な
い
方
は
、
投
票
所
の
係
員
に
申
し

出
て
く
だ
さ
い
。
係
員
が
、
あ
な
た

か
ら
直
接
お
聞
き
し
て
、
あ
な
た
に

代
わ
っ
て
記
入
し
ま
す
。

郵
便
等
に
よ
る
不
在
者
投
票

　

体
に
重
度
の
障
害
が
あ
る
方
の
た

め
に
、
自
宅
で
投
票
用
紙
に
書
い
て

郵
便
で
投
票
す
る
、
郵
便
等
に
よ
る

不
在
者
投
票
制
度
が
あ
り
ま
す
。

■
郵
便
等
投
票
で
き
る
方

　

身
体
障
害
者
手
帳
又
は
戦
傷
病
者

手
帳
を
お
持
ち
の
方
で
両
下
肢
、
体

幹
、
移
動
機
能
、
心
臓
、
じ
ん
臓
、

呼
吸
器
、
ぼ
う
こ
う
、
直
腸
、
小
腸

等
の
障
害
の
程
度
が
重
度
の
方
や
介

護
保
険
の
被
保
険
者
の
要
介
護
状
態

区
分
が
「
要
介
護
５
」
の
方
が
該
当

し
ま
す
。

■
郵
便
等
投
票
の
手
続
き

　

郵
便
に
よ
る
不
在
者
投
票
を
行
う

た
め
に
は
、
選
挙
管
理
委
員
会
が
交

付
す
る
郵
便
等
投
票
証
明
書
が
必
要

で
す
。
該
当
す
る
方
は
、
お
早
め
に

選
挙
管
理
委
員
会
へ
お
問
合
せ
く
だ

さ
い
。

告
示
日
・
投
開
票
日

■
告
示
日　

４
月
16
日
㈫

■
投
票
日　

４
月
21
日
㈰

■
投
票
時
間　

午
前
７
時
か
ら　
　

　
　
　
　
　
　

午
後
７
時

■
開
票
日　

４
月
21
日
㈰

投
票
で
き
る
方

・
平
成
13
年
４
月
22
日
以
前
に
生
ま

れ
た
方

・
平
成
31
年
１
月
15
日
以
前
か
ら
当

町
に
住
所
が
あ
る
方

※
長
瀞
町
外
へ
転
出
し
た
方
は
投
票

で
き
ま
せ
ん
。

期

日

前

投

票

　

投
票
日
の
当
日
に
出
張
、
旅
行
、

病
気
な
ど
の
理
由
で
、
投
票
に
行
け

な
い
場
合
は
、
そ
の
不
在
の
事
由
な

ど
を
宣
誓
書
に
書
い
て
、
期
日
前
投

票
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
投
票
期
間

　

４
月
17
日
㈬
～
20
日
㈯

■
投
票
時
間

　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
８
時

■
投
票
場
所

　

役
場　

１
階
会
議
室

■
持
参
す
る
物

入
場
券
（
届
い
て
い
な
い
場
合
は
、

結
構
で
す
。）

問
合
せ　

選
挙
管
理
委
員
会

　
　
　
　
　

☎
66
・
３
１
１
１

　
　
　
　
　
　
　

内
線
２
１
４
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長瀞町議会議員一般選挙
４月21日㈰投・開票

ー 投票時間は午前７時から午後７時まで ー

投
票
・
開
票
速
報

　

町
Ｈ
Ｐ
に
よ
り
投
票
・
開
票
速
報

を
行
い
ま
す
。

■
町
Ｈ
Ｐ

Ｆhttp://w
w
w
.tow
n.nagatoro.

saitam
a.jp/

■
実
施
時
間

　

投
票
速
報

　
　

中
間
は
午
前
９
時
か
ら
２
時
間

　
　

ご
と
、
結
果
は
確
定
後
直
ち
に

　

開
票
速
報　

結
果
確
定
後
直
ち
に

政
治
家
の
寄
附
は
禁
止

有
権
者
が
求
め
る
こ
と
も
禁
止

　

政
治
家
が
選
挙
区
内
の
人
に
、

お
金
や
物
を
贈
る
こ
と
は
法
律

で
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。
違
反

す
る
と
、
処
罰
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
有
権
者
が
寄
附
を
求

め
る
こ
と
も
禁
止
さ
れ
て
い
ま

す
。

　

寄
附
禁
止
の
ル
ー
ル
を
守
っ

て
、
明
る
い
選
挙
を
実
現
し
ま

し
ょ
う
。

施　設　名 対象地区

第１投票所 長瀞地区コミュニティ
消防センター内 長瀞

第２投票所 長瀞町保健センター内 本野上・中野上・杉郷・辻

第３投票所 樋口地区コミュニティ
集会所内 宮沢・滝の上・小坂・岩田

第４投票所 ちちぶ農協長瀞支店
矢那瀬花卉集荷所内 矢那瀬

第５投票所 井戸風布地区
コミュニティ集会所内 井戸・風布

入
場
券
を
紛
失
し
て
も

　
　
　
　
　
投
票
で
き
ま
す
。

　

入
場
券
が
な
い
場
合
は
、
投
票
日

当
日
、
指
定
さ
れ
た
投
票
所
へ
お
越

し
く
だ
さ
い
。

　

入
場
券
を
再
発
行
し
ま
す
の
で
、

運
転
免
許
証
な
ど
の
本
人
確
認
が
で

き
る
も
の
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

投
票
用
紙
の
記
入

　

投
票
用
紙
に
は
、
候
補
者
１
人
の

氏
名
を
は
っ
き
り
と
記
入
し
て
く
だ

さ
い
。

　

候
補
者
１
人
の
氏
名
以
外
を
記
入

す
る
と
、
み
な
さ
ん
の
貴
重
な
一
票

が
無
効
に
な
り
ま
す
。


